
  

 

 

 

 

 

 

 

 

千葉県教育委員会が、令和３年３月に改定した「学校における働き方改革推進プラン」の目的
は、教職員が心身ともに健康を保つことができる環境を整え、子供たちの成長に必要な、効果的
な教育活動を持続的に行うことができるようにすることです。 
このプランには、本県の目標として以下のような内容が示されています。 
 

・勤務時間を超える在校等時間が、１か月当たり４５時間を超えない 
・勤務時間を超える在校等時間が、１年当たり３６０時間を超えない 
・「子供と向き合う時間を確保できている教職員の割合」が、令和５年度末までに 100％ 
・「勤務時間を意識して勤務できている教職員の割合」が、令和 4年度末までに 100％ 

 
◎教員等の出退勤時刻実態調査結果比較  
（引用：令和２年度・令和３年度「教職員の働き方改革に係る意識等調査」の結果について） 
 調査時期 小学校 中学校 義務教育学校 高等学校 特別支援学校 

教諭等における１月当たり
の時間外在校等時間が 45
時間を超える者の割合 

R３.11 月 ５０.９％ ６３.８％ ６０.0％ ３１.１％   １０.２％  

R２.11 月 ４７.３％ ６０.６％ ６０.３％ ３５.８％    ９.９％ 
 

 調査時期 小学校 中学校 義務教育学校 高等学校 特別支援学校 

教諭等における１月当た
りの正規の勤務時間が 80
時間を超える者の割合 

R３.11 月 ６.２％ ２６.６％ ２４.8％ ６.３％ ０.１％ 

R２.11 月 ４.４％ ２３.５％ １４.３％ ８.０％ ０.０３％ 

令和２年度と３年度を比較すると、小・中学校や特別支援学校では、在校等時間が増加してい
る現状があります。 

 
◎教職員の働き方改革に係る意識調査結果 

調査時期 子供と向き合う時間を確保できている 勤務時間を意識して勤務できている 

R３.１２月 ６４％（令和５年度末目標１００％） ７９％（令和４年度末目標１００％） 

R２.１２月 ７１％ ８４％ 
 
学習指導要領を円滑に実施していくためには、教職員の積極的な業務改善とともに、働き方を

見直し、限られた勤務時間を意識し、計画的・効率的に業務を行おうとする意識をもつという教
職員の意識改革との、両輪で進めていくことが必要不可欠です。 

 

 
事後確認とは、認定手当の支給要件や支給額が適正であるかを確認するために行います。 
特に、扶養手当は見込状態で支給される手当なので注意が必要です。例えば、年の初日から対

象である不安定収入者においては、１年間（暦年）の総収入をもって所得とし、所得限度額（１
３０万円）未満であれば当該１年間の扶養手当は認定することができます。しかし、当該所得が
所得限度額（１３０万円）以上となった場合は、当該１年間の扶養手当を認定することはできま
せん。したがって、扶養手当は年の当初に遡って戻入となります。扶養手当が誤って支給された
場合、地域手当や期末手当、所得税にも影響を及ぼす恐れがあるため、誤支給を早期に発見し、
適切に処理を行うために、御協力をお願いします。 

学校における働き方改革推進について 
 

認定手当の事後確認について（通勤･扶養･住居手当） 

 



 
 
 
 
 Asttra では、研修の申込だけでなく、資料配信や課題の提出、研修に関する諸連絡等が行われ
ることが増えてきました。管内では、申込忘れや課題等の提出忘れ、受講忘れ等が見受けられま
すが、複数で確認し合うことが大切です。以下を参考に、校内の体制を見直してみましょう。 
 
１．県研修事業一覧、研修の手引き、実施要項、開催通知文書などから、受講対象者、研修日時、

場所、申込期間、提出物の有無を、受講対象者や管理職等が複数で確認する。 
２．受講対象者は、Asttra への申込や課題提出が完了したら、管理職へ報告する。 
３．管理職は、自校教職員の Asttra 申込に対して、責任をもって確認及び承認を行う。 
４．受講対象者は申込後、受講の可否の結果を確認し、管理職等へ報告する。 
 ※希望研修は、希望者数が定員を超えると抽選になりますので、必ず確認してください。 
５．受講者は、事前に研修日時や場所、課題提出日を管理職及び教務主任に報告する。 
６．行事予定や週報への記載漏れ・誤りがないか、作成時や配付後に複数で確認する。 
７．受講者は、Asttra のお知らせ掲示板を定期的に確認し、受講する研修について変更や追加

の連絡がないか確認する。変更事項は管理職等に報告する。 
※Asttra に自分のメールアドレスを登録しておくと、受講する研修の情報がメールで届くの
で、手間がかからず便利です。 

８．管理職は、研修日が近付いたら、念のため受講者本人に研修日を確認する。 
 
 
 
 

Asttra の機能の一つに、履歴機能があります。これまでの研修履歴を基に、「千葉県・千葉市
教員等育成指標の各要素に該当する研修をどのくらい受講したか」という目安がグラフで表示さ
れます。グラフの長さは、能力や評価の高
さを表すものではありません。「各要素に
ついてバランス良く研修していこう」、「自
分の強みを伸ばすために特定の要素に絞
って研修しよう」など、自身の研修受講計
画の参考として活用 
してください。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

今後の公開研究会の予定について 

【特色ある道徳教育推進校における研究事業】 
横芝光町立上堺小学校 （１１／２） 

詳細につきましては、 
各校等からのお知らせ
を御覧ください。 

【特色ある道徳教育推進校における研究事業】 
御宿町立御宿中学校 （１０／２７） 

【学校体育研究指定校】 
長南町立長南小学校 （１１／１１） 

【地域における食育指導推進事業】 
九十九里町立片貝小学校 （１１／２９） 

【千葉県通学路安全推進事業】 
（学校安全総合支援事業） 
山武市立日向小学校 （１２／１４） 

【学力向上交流会】 
オンライン開催 
（１１／２９） 

研修の申込や受講等について 

Asttraを活用しましょう 

教職に必要な素養 

学習指導に関する 
実践的指導力 

生徒指導等に関する 
実践的指導力 

チーム学校を支える 
資質能力 

「教職員 グラフ 研修履歴 
外部研修登録」ボタン 


